
 
 
 
 
 
 
 

目 的 

２０１０年に名古屋市で開催される生物多様性条約第１０回締約国会議（ＣＯＰ１０）に向け、『生物多様性保全

につながる企業のみどり１００選』を募集することと致します。企業が取組む身近なみどりの保全・創出・活用の優

良な事例を“ＳＥＧＥＳ生物多様性特別認定”として公表し、地球環境を視野に入れた（Ｔｈｉｎｋ Ｇｌｏｂａｌｌｙ）、足元

から取組む生物多様性保全活動（Ａｃｔ Ｌｏｃａｌｌｙ）を推進することを目的とします。 

対 象 

下記の部門に該当する株式会社、有限会社、財団・社団法人等の事業者等（国、地方公共団体を除きます） 

企 業 緑 地 部 門 

工場、事業所、オフィス、学校、病院、商業施設等に付随する緑地、都市近郊で環境教育

等を目的に企業が管理・活用する里山のみどり等で、生物多様性につながる保全・創出・

活用を実践する事業者等 

※ 都市地域や都市近郊の緑地を対象とするため、森林等での活動は対象外と致します

都市 づ く り 部 門 
住宅団地、マンション、区画整理事業等の都市整備やまちづくり事業において、生物多様

性につながる緑地の保全・創出・活用を実践する事業者等 

応募方法 

自薦・他薦でＳＥＧＥＳホームページからダウンロードできる応募フォームにより応募受付。  

【第１次募集】 応募期間：２月～４月  選考数：約５０事例を予定  公表：５月２２日（国際生物多様性の日） 

【第２次募集】 応募期間：６月～８月  選考数：約５０事例を予定  公表：１０月上旬を予定 

選考方法 

有識者からなる１００選・選考委員会において、以下の選考基準にもとづき選考を行い、ＳＥＧＥＳ評価認定委

員会により最終選考・認定します。 

選考基準 

 生息・生育地の確保：自然地の保全、回復、再生により生物が生息・生育できる緑地を整備・保全している等 

 地域生態系への配慮：エコロジカル・ネットワークのあり方を考慮したうえで、緑地環境を整備、保全している等 

 緑地の活用：地域社会の多様な主体と連携し、環境教育や自然体験等び活動に取組んでいる等   

主催                後援 

財団法人都市緑化基金   国土交通省、環境省、社団法人日本経済団体連合会、日本経済新聞社  

問合せ先 財団法人都市緑化基金 ＳＥＧＥＳ事務局 担当 上野 芳裕 東京都文京区関口 1-23-6 

TEL：03-3235-8065 FAX：03-3235-8067    募集フォームＵＲＬ http://seges.jp/ 
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